
 

令和６年第９回定例会（会議録） 

開 催 日 令和６年９月１２日（木） 

開 催 場 所 あま市役所 ２階 Ｃ１・Ｃ２会議室 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時１３分 

出 席 委 員 溝口正己、小笠原英司、吉川孝子、近藤真司 

欠 席 委 員 笹野奈津子 

出 席 者 教育長 他事務局職員８名 

傍 聴 人 ０人 

議 事 日 程 日程第１ 教育長開会のあいさつ 

日程第２ 前回会議録の承認 

日程第３ 教育長の経過報告 

日程第４ 

 議案第 47 号 就学援助費の受給審査について（審議）（非公開） 

日程第５ その他 

 ・私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正する

ためにあま市独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書につ

いて 

 ・あま市七宝公民館及び甚目寺公民館の閉館時間の変更について

（報告） 

 ・令和６年度「全国学力・学習状況調査」の結果について（報告）

（非公開） 

 ・区域外就学申請について（報告）（非公開） 

 ・就学援助費の受給審査について（報告）（非公開） 

 ・特別支援教育就学奨励費の受給審査について（報告）（非公開） 

 ・あま市内教職員人事案件について（報告）（非公開） 

 ・生徒指導（令和６年８月）について（報告）（非公開） 

 ・保有個人情報開示請求について（報告）（非公開） 

 ・公文書公開請求について（非公開） 
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発 言 者 議 事 の 大 要 

 

教 育 長 

教 育 長 

 

教 育 長 

教 育 長 

委 員 全 員 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

委 員 

教 育 長 

 

 

 

委 員 

 

 

教 育 次 長 

【開会時刻：午後２時００分】 

（開会宣言） 

日程１、教育長開会のあいさつ 

（教育長あいさつ） 

日程２、前回会議録の承認 

 前回の会議録を承認願います。 

（会議録に署名） 

日程２、教育長の経過を報告する。 

（令和６年８月７日～令和６年９月１２日の経過を報告） 

 市教育委員会関係     ６回 

 教育長用務        ３回 

 教育総務課事業      ２回 

 学校教育課事業      ７回 

 生涯学習課事業      ２回 

 スポーツ課事業      ３回 

 市行事          ５回 

 市議会関係        ５回 

今後の予定 

（質疑等を許可） 

 ８月２２日（木）「教員応援団研修会」とは何でしょうか。 

 教員を元気にするための会議です。一宮市の森治男氏が事務局をし 

ております。管理職や四役の教職員の勉強会、資質能力を高め学校を 

応援していこうという目的で毎年この時期に研修会を実施しており 

ます。 

 今年の猛暑で子ども達がサングラスをかけないと外で運動もでき 

ないというのをＴＶで見ました。市内においてそのような動きはあり 

ますか。 

 学校からは問題になっているとの報告はございません。 
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学校教育課主幹 

教 育 長 

 

教 育 長 

委 員 全 員 

教 育 長 

教 育 長 

教 育 長 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そのような問題が、個々にはあるかもしれません。 

 保護者から着用させてと申し出があれば学校判断で認めます。一律 

にということはありません。 

 他にご質問はありますか。 

（質疑なし） 

日程４、議案 ０件公開 １件非公開 

日程５、その他 ２件公開 ８件非公開 

（１）「私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正す 

るためにあま市独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書につい 

て（報告）」 

 私学をよくする愛知父母懇談会及び愛知私学助成をすすめる会か 

ら、私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正する 

ためにあま市独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書が提出さ 

れました。 

 陳情事項としては、「教育の機会均等」の理念にもとづき、国・県の 

制度と併せて学費負担の公私格差を是正するために、私立高校生に対 

する授業料助成制度を拡充してください、というものです。 

 陳情の趣旨としては、国は令和２年度より「年収５９０万未満世帯 

の授業料実質無償化」を実施し、愛知県では、国による就学支援金の 

増額分を全額活用して、年収７２０万円まで授業料と入学金を無償化 

し、私学で学ぶ生徒の約半数の世帯まで無償化されました。 

 しかし、公立高校は年収９１０万円未満まで無償化されています 

が、私学は７２０万円～８４０万円未満の世帯（県「乙」ランク）で 

も初年度納付金で約３５万円、年収９１０万円未満の世帯（県「その 

他」ランク）では約５４万円という大きな学費負担が残されています。 

 また、無償化された年収７２０万円未満世帯でも、「施設設備費 

等」は無償化の対象にならず、年間約３万円の負担が残っています。 

 すべての子ども、親の所得にかかわらず、等しく教育を受ける権利 

を保障し、国・県の制度と併せて学費負担の公私格差を是正するため 
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委 員 全 員 
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生 涯 学 習 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

委 員 全 員 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

に、あま市独自の授業料助成制度を拡充していただきますようお願い 

する、というものです。 

 本陳情書は、毎年要望書という形で提出されているものです。今回 

は、陳情書という形ですが、陳情者に確認したところ、採択又は不採 

択の決定は求めず、例年と同じであると回答を得ています。 

（以下概略を説明） 

（質疑等を許可） 

（質疑なし） 

（２）「あま市七宝公民館及び甚目寺公民館の閉館時間の変更につい 

て（報告）」 

 第１５回あま市文化祭開催に伴い、あま市公民館条例施行規則第２ 

条第１項の規定により、次の通り閉館時間の変更を承認しました。 

 令和６年１１月２日（土）、３日（日）文化祭作品・生花展示日 

 閉館時間 変更前午後９時、変更後午後５時 

 変更理由は、あま市文化祭の作品・生花を館内各所及び通路で展示 

しており、出品作品を保護するためです。また、４日（月）の休館日 

を展示設備撤去日としており、館内各所等の原状復帰ができないた 

め、文化祭両日の夜間を臨時休館とするものです。 

（以下概略を説明） 

（質疑等を許可） 

（質疑なし） 

他はよろしいか。では公開部分を終了する。 

 議案第４７号並びにその他非公開案件に関しては秘密会とし、あま 

市教育委員会会議規則第１４条第３項により会議録についても非公 

開とする。 

 

（傍聴人０人） 
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【次回予定】 

・令和６年１０月１８日（金）午後２時００分 定例会 

          （あま市役所 ２階 Ｂ１・Ｂ２会議室） 

 

【閉会時刻：午後２時１０分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




